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○
支
給
対
象
者

（
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
人
）

１
　
平
成
26
年
１
月
１
日
に
米
原
市
に
住
民
登

録
が
あ
る
人

２
　
平
成
26
年
度
の
市
民
税
（
均
等
割
）
が
課

税
さ
れ
て
い
な
い
人
。
た
だ
し
、
市
民

税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
る
親

族
な
ど
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
人
は
対
象

外
で
す
。

３
　
生
活
保
護
を
受
け
て
い
な
い
人

※
給
付
金
の
支
給
決
定
ま
で
に
死
亡
し
た

人
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

○
支
給
額

１
人
に
つ
き
１
万
円

※
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
、

遺
族
基
礎
年
金
、
児
童
扶
養
手
当
等
の

受
給
者
は
１
人
に
つ
き
５
千
円
が
加
算

さ
れ
ま
す
。

○
支
給
対
象
者

（
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
人
）

１
　
平
成
26
年
１
月
１
日
に
米
原
市
に
住
民
登

録
が
あ
る
人

２
　
平
成
26
年
１
月
分
の
児
童
手
当
（
特
例
給

付
を
含
む
）
を
受
給
し
て
い
る
人

３
　
平
成
25
年
分
の
所
得
が
、
児
童
手
当
の
所

得
制
限
限
度
額
未
満
で
あ
る
人

○
対
象
児
童

支
給
対
象
者
の
平
成
26
年
１
月
分
の
児
童
手

当
の
対
象
と
な
る
児
童

※
た
だ
し
、「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
の
対

象
と
な
る
児
童
、
生
活
保
護
の
受
給
者

と
な
っ
て
い
る
児
童
、
給
付
金
の
支
給

決
定
ま
で
に
死
亡
し
た
児
童
は
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

○
支
給
額

対
象
児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、
所
得
の
低
い
人
や
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
た
め
、

臨
時
的
な
措
置
と
し
て
「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
ま
た
は
「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
」
を
支
給
し
ま
す
。（
２
つ
の
給
付
金
は
重
複
し
て
受
給
で
き
ま
せ
ん
。）

臨
時
福
祉
給
付
金

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」

「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」

申
請
期
間７

月
15
日
（
火
）
〜
12
月
26
日
（
金
）

申
請
手
続
き
の
流
れ

①
申
請
書
の
送
付

７
月
中
旬
に
、
給
付
金
の
対
象
に
な
る
と
思
わ
れ
る
人
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

④
給
付
金
の
振
り
込
み

申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
指
定
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

②
受
付７月

15
日(

火)

か
ら
申
請
書
の
受
付
を
開
始
し
ま
す
。
申
請
書
は
、
郵

送
ま
た
は
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送

・
必
要
事
項
を
記
入
し
た
申
請
書
と
必
要
書
類
を
、
同
封
の
返
信
用
封
筒

に
入
れ
て
ポ
ス
ト
へ
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

窓
口

次
の
窓
口
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

・
各
庁
舎
自
治
振
興
課
、
各
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

・
市
　
社
会
福
祉
課

（
山
東
庁
舎
）
…
臨
時
福
祉
給
付
金

・
市
　
子
育
て
支
援
課
（
山
東
庁
舎
）
…
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

③
支
給
決
定
通
知
の
送
付

審
査
の
結
果
、
給
付
金
の
対
象
と
な
る
人
に
は
支
給
決
定
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

給
付
金
の
対
象
と
な
ら
な
い
人
に
は
、
不
支
給
決
定
通
知
を
送
付
し
ま
す
。



5 2014.7.15

【表１】＜児童手当の所得制限限度額＞

※基準日は平成26年１月１日です。
※このシートはあくまで一般的な場合を想定しています。

生活保護を
受けていますか

Ｑ
＆
Ａ

自
分
が
市
民
税
（
均
等
割
）
を
課
税
さ

れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
ど
う
す
れ
ば
分

か
り
ま
す
か
？

次
の
場
合
は
課
税
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
平
成
26
年
度
の
市
民
税
課
税
通
知
書

が
市
か
ら
届
い
た
。

・
平
成
26
年
６
月
分
の
給
与
の
明
細
書

に
課
税
額
の
記
載
が
あ
る
。

非
課
税
で
す
が
臨
時
福
祉
給
付
金
の
申

請
書
が
届
き
ま
せ
ん
。
対
象
に
な
ら
な

い
の
で
し
ょ
う
か
？

市
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い

る
親
族
な
ど
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
人
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

平
成
26
年
１
月
２
日
以
降
に
米
原
市
に

引
っ
越
し
た
場
合
の
給
付
金
の
申
請
は

ど
う
な
り
ま
す
か
？

平
成
26
年
１
月
１
日
時
点
に
住
民
登

録
が
あ
る
市
区
町
村
で
の
申
請
に
な

り
ま
す
。

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
は
児
童

手
当
に
上
乗
せ
で
き
ま
す
か
？

上
乗
せ
で
は
な
く
、
児
童
手
当
と
は
別

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
は
、
平

成
26
年
３
月
に
中
学
校
を
卒
業
し
た
児

童
は
対
象
に
な
り
ま
す
か
？

対
象
に
な
り
ま
す
。

公
務
員
は
「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給

付
金
」
の
申
請
書
を
勤
め
先
か
ら
配
布

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
す
れ
ば
い
い

の
で
す
か
？

平
成
26
年
１
月
１
日
時
点
に
住
民
登
録

が
あ
る
市
区
町
村
へ
申
請
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
１

Ａ
１

Ｑ
６

Ａ
６

Ｑ
２

Ａ
２

Ｑ
３

Ａ
３

Ｑ
４

Ａ
４

Ｑ
５

Ａ
５

臨
時
福
祉
給
付
金
や
子
育

て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

の
「
振
り
込
め
詐
欺
」
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

お
問
い
合
わ
せ
　

臨
時
福
祉
給
付
金
　
　
　
　
　

市
　
社
会
福
祉
課(

山
東
庁
舎)

1
５
５
ー
８
１
０
２
　
5
５
５
ー
８
１
３
０

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
　

市
　
子
育
て
支
援
課
（
山
東
庁
舎)

1
５
５
ー
８
１
０
４
　
5
５
５
ー
４
０
４
０

扶養親族等の数

１人

２人

３人

所得制限限度額

660万円

698万円

736万円

収入額の目安（給与収入ベース）

875.6万円

917.8万円

0.960万円

平成26年1月分
の児童手当等
（特例給付を含
む）を受給して
いますか

平成25年分の
所得が所得制
限限度額未満
ですか
【表１】参照

平成26年度の
市民税は課税さ
れていますか

平成26年度の
市民税が課税
されている人
に扶養されて
いますか

臨時福祉給付
金の支給対象
者となる可能
性があります
（1 万円）

加算対象の基礎
年金・児童扶養
手当等を受給し
ていますか

臨時福祉給付
金の加算対象
者となる可能
性があります
( 加算を含む
１万５千円）

子育て世帯臨
時特例給付金
の支給対象者
となる可能性
があります

対象では
ありません

対象では
ありません

臨時福祉給付
金

臨時福祉給付
金

子育て世帯臨
時特例給付金

はい

はい

はい

はい

はい

は
い

いいえいいえ

い
い
え

い
い
え

い
い
え

さ
ら
に

対象者診断チャート
スタート


